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高齢者保健福
祉計画・介護
保険事業計画
の主要施策

○特定健診・後期高齢者健康診査、がん検診などの実施
○健康相談、健康教育の実施　など

健康な心身を維持して
いくための支援

○老人クラブ活動の活性化
○生きがい対応型デイサービスの実施
○高齢者パソコン教室の実施
○市内プール利用料の助成　など

生きがいのある生活を
送るための支援

○地域包括支援センターの利用促進
○生活機能評価、健康教育、訪問型介護予防事業
の実施
○認知症予防セミナー、認知症予防教室の実施
○成年後見制度利用の支援
○ひとり暮らし高齢者の訪問及び保健指導
○はり・きゅう・マッサージ施術費の助成　など

自立した生活を送るための支援

○社会福祉活動の拠点づくり、ファミリーサポー
トセンターの拡充
○ユニバーサルデザインの推進
○消費生活意識の高揚を図る取り組み　など

高齢者を支える福祉環境の充実

○地域密着型サービスの実施（夜間対応型訪問介
護、認知症デイサービスなど）
○居宅サービスの実施（ホームヘルプサービス、
訪問入浴、住宅改修など）
○施設サービスの実施（特別養護老人ホーム、老
人保健施設など）

安心して暮らせるための
介護サービスによる支援

「高齢期を生きる市民の誰もが、人
としての尊厳を保ち、自らの意思で、
そして、住み慣れた家庭や地域で、
その人らしく暮らせる長寿社会を築
くこと」を基本理念に掲げ、さまざ
まな施策に取り組みます。

平
成
21
年
度
〜
23
年
度
の
長
寿
し
あ
わ
せ
計
画
（
第
５
次
高
齢
者
保
健
計
画

と
第
４
期
介
護
保
険
事
業
計
画
）
を
策
定
し
ま
し
た
。

高
齢
者
の
皆
さ
ん
が
、
人
と
し
て
の
尊
厳
を
保
ち
、
住
み
慣
れ
た
家
庭
や
地

域
で
、
そ
の
人
ら
し
く
暮
ら
せ
る
長
寿
社
会
の
実
現
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

詳
し
い
サ
ー
ビ
ス
内
容
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
は
、
す
べ
て
の

高
齢
者
を
対
象
に
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
は

じ
め
、
生
き
が
い
づ
く
り
、
ま
ち
づ
く
り

な
ど
の
施
策
と
、
生
活
の
質

を
向
上
さ
せ
、
健
康
を
保
つ

た
め
の
保
健
施
策
に
つ
い
て

定
め
た
も
の
で
す
。
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介
護
保
険
事
業
計
画
は
、
介
護
予
防
施

策
の
充
実
と
施
設
の
整
備
な
ど
に
つ
い
て

定
め
た
も
の
で
す
。
併
せ
て
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
利
用
見
込
み
量
を
推
計
し
、
こ
の
計

画
に
お
け
る
事
業
費
総
額
を
も
と
に
、
皆

さ
ん
に
負
担
し
て
い
た
だ
く
保
険
料
を
算

定
し
ま
し
た
。

介
護
保
険
事
業
計
画

こ
の
ま
ち
で
い
つ
ま
で
も

自
分
ら
し
く
暮
ら
し
た
い
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◇�この特集は、高齢の方でも読みやすいよう、
他のページよりも文字を大きくしています。

介
護
保
険
料
の
基
準
額
と
65
歳
以
上

の
方
の
保
険
料
が
決
ま
り
ま
し
た

　

介
護
保
険
料
は
、
65
歳
以
上
の
方
（
第

１
号
被
保
険
者
）
に
収
め
て
い
た
だ
く
保

険
料
と
、
40
～
64
歳
の
方
（
第
２
号
被
保

険
者
）
に
収
め
て
い
た
だ
く
保
険
料
に
分

か
れ
ま
す
。

　

65
歳
以
上
の
方
の
保
険
料
に
つ
い
て

は
、
袋
井
市
が
、
40
～
64
歳
の
方
の
保
険

料
は
、
加
入
し
て
い
る
各
医
療
保
険
者
が

そ
れ
ぞ
れ
決
定
し
ま
す
。

　

今
回
の
計
画
の
見
直
し
に
よ
り
、
平
成

21
年
度
～
23
年
度
の
第
１
号
被
保
険
者
の

保
険
料
が
決
定
し
ま
し
た
（
下
表
の
と
お

り
）
。

　

平
成
21
年
度
か
ら
３
年
間
の
保
険
料
基

準
額
は
、
年
額
５
２
，８
０
０
円
（
月
額

４
，４
０
０
円
）
で
す
。

　

こ
の
第
１
号
被
保
険
者
の
保
険
料
は
、

介
護
保
険
事
業
に
要
す
る
総
給
付
額
の

20
％
に
当
た
る
費
用
を
第
１
号
被
保
険
者

数
で
割
っ
て
算
出
し
て
い
ま
す
。

地
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地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
高
齢
者

が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
自
立
し
な
が
ら
、

安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
け
る
よ
う
、
高
齢

者
の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
対
し
て
、
総
合

的
な
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
行
い
、
支
援

す
る
地
域
の
総
合
窓
口
で
す
。

　

袋
井
市
で
は
、
市
内
の
社
会
福
祉
法

市内の地域包括支援センター

○高齢者の心身の健康や生活に関する相談
○介護保険・福祉・医療の相談
○高齢者虐待の相談
○成年後見制度などに関する相談
○介護予防プランの作成　など

名称 担当地区 開所日時 所・電話番号

北部地域包括支援センター 三川・今井・山名

月～金（年末年始、
祝日は除く）

午前8時30分～午後5時

宇刈850-1（特別養護老人ホーム明和苑内）
☎48-5335

中部地域包括支援センター
袋井東・袋井西・
袋井北

久能2914-4（特別養護老人ホーム萬松の里内）
☎49-5022

南部地域包括支援センター
袋井南・高南・笠
原

高尾1468（紅紫萩デイサービスセンター2階）
☎43-0023

浅羽地域包括支援センター
浅羽東・浅羽西・
浅羽南・浅羽北

浅羽4140（浅羽デイサービスセンター内）
☎23-0780

人
に
運
営
を
委
託
し
、
主
任
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
や
社
会
福
祉
士
、
保
健
師
な
ど
の

専
門
職
が
「
チ
ー
ム
」
を
組
ん
で
相
談
に

応
じ
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

平成21年度～23年度の介護保険料（第1号被保険者）
●保険料基準額（年額）52,800円（月額4,400円）

所得段階 年額 保険料率

第1段階 老齢福祉年金を受給している方で、本人と世帯全員が市民税
非課税または、生活保護を受給している方 26,400円 基準額×0.5

第2段階 本人と世帯全員が市民税非課税で合計所得金額と課税年金収
入額の合計が80万円以下の方 26,400円 基準額×0.5

第3段階 世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の方 39,600円 基準額×0.75

第4段階 本人が市民税非課税で世帯の中に市民税課税者がいる場合で、
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 50,100円 基準額×0.95

第5段階 上記以外の方 52,800円 基準額

第6段階 本人が市民税課税で合計所得金額が125万円未満の方 63,300円 基準額×1.20

第7段階 本人が市民税課税で合計所得金額が125万円以上200万円未満
の方 66,000円 基準額×1.25

第8段階 本人が市民税課税で合計所得金額が200万円以上500万円未満
の方 79,200円 基準額×1.5

第9段階 本人が市民税課税で合計所得金額が500万円以上の方 92,400円 基準額×1.75

業務
内容


